
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
五
号
　
　
令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
六
七

山
梨
県
公
報

第
二
百
九
十
五
号

令
和
四
年

六
月
二
十
三
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
貸
付
金
の
元
利
償
還
金
の
徴
収
事
務
の
委
託	

三
六
七

公

告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て	

三
六
七

○
清
算
人
の
就
任	

三
六
七

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

三
六
八

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正	

三
七
〇

○
高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
等
の
自
動
車
の
通
行
禁
止
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

三
七
二

　
告
示
の
一
部
改
正

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
（
三
件
）	

三
七
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

高
齢
者
居
室
等
整
備
資
金
及
び
重
度
心
身
障
害
者
居
室
等
整
備
資
金
貸
付
事
業
に
係
る
貸
付
金
の
元
利

償
還
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
を
令
和
四
年
四
月
一
日
に
次
の
者
に
委
託
し
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
受
託
者
　
甲
府
市
北
新
一
丁
目
二
番
十
二
号
　
社
会
福
祉
法
人
山
梨
県
社
会
福
祉
協
議
会

二
　
委
託
の
期
間
　
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

公
　
　
　
告

◉
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
、
予
定
数
量
及
び
契
約
金
額

名
称

予
定
数
量

契
約
金
額

生
活
支
援
物
資

三
千
九
百
個

一
万
五
千
三
百
十
一
円
（
一
個
当
た
り
）

配
送
用
倉
庫

三
十
三
万
円

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
知
事
直
轄
組
織
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
グ
ル
ー
プ

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
四
月
十
四
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ
ー
ド

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
四
五
二
番
地

五
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
随
意
契
約

六
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一

項
第
五
号
に
該
当
）
。

◉
　
清
算
人
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
し
た
玉
諸
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
清
算
人
の
就

任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

清
算
人
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

内
藤
周
夫

甲
府
市
西
高
橋
町
三
百
三
十
二
番
地

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

松
木
正
治

甲
府
市
蓬
沢
一
丁
目
十
二
番
二
十
三
号

同

中
澤
恒
男

甲
府
市
蓬
沢
一
丁
目
五
番
二
十
一
号

同

萩
原
靖
彦

甲
府
市
西
高
橋
町
三
百
二
十
一
番
地

同

鷹
野
達
雄

甲
府
市
七
沢
町
二
百
三
十
番
地

同

荻
野
泰
夫

甲
府
市
上
阿
原
町
八
百
七
十
四
番
地

同

藤
巻
秀
明

甲
府
市
上
阿
原
町
百
五
十
番
地

同

杉
山
東
世
治

甲
府
市
向
町
八
百
四
十
二
番
地

同

栁
澤
榮

甲
府
市
国
玉
町
二
百
八
十
一
番
地
一

同

小
林
達
男

甲
府
市
国
玉
町
五
百
二
十
九
番
地
二

同

堀
内
芳
雄

甲
府
市
里
吉
四
丁
目
十
番
二
十
五
号

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
五
号
　
　
令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

三
六
八

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

清
算
人
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

内
藤
周
夫

甲
府
市
西
高
橋
町
三
百
三
十
二
番
地

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

松
木
正
治

甲
府
市
蓬
沢
一
丁
目
十
二
番
二
十
三
号

同

中
澤
恒
男

甲
府
市
蓬
沢
一
丁
目
五
番
二
十
一
号

同

萩
原
靖
彦

甲
府
市
西
高
橋
町
三
百
二
十
一
番
地

同

鷹
野
達
雄

甲
府
市
七
沢
町
二
百
三
十
番
地

同

荻
野
泰
夫

甲
府
市
上
阿
原
町
八
百
七
十
四
番
地

同

藤
巻
秀
明

甲
府
市
上
阿
原
町
百
五
十
番
地

同

杉
山
東
世
治

甲
府
市
向
町
八
百
四
十
二
番
地

同

栁
澤
榮

甲
府
市
国
玉
町
二
百
八
十
一
番
地
一

同

小
林
達
男

甲
府
市
国
玉
町
五
百
二
十
九
番
地
二

同

堀
内
芳
雄

甲
府
市
里
吉
四
丁
目
十
番
二
十
五
号

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
五
号
　
　
令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

三
六
九

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

桂
和
会

諏

訪

桂

一

諏

訪

孝

吉

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一
三
〇

－

一

令
和
四
年
五
月
十

三
日

令
和
四
年
五
月
十

六
日

参
政
党
山
梨
支
部

渡

邊

伊

作

金

井

美

和

甲
府
市
上
石
田
三

－

三

－

一
五

令
和
四
年
五
月
二

十
九
日

令
和
四
年
五
月
三

十
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
参
議
院
選
挙

区
第
二
支
部

甲
府
市
伊
勢
一

－

五

－

四

令
和
四
年
五
月
八

日

令
和
四
年
六
月
七

日

旧

甲
府
市
丸
の
内
二

－

九

－

三

新

山
梨
県
知
事
後
援
会
大
里
支
部

令
和
四
年
五
月
三

十
日

令
和
四
年
五
月
三

十
日

旧

山
梨
県
知
事
長
崎
幸
太
郎
後
援
会

大
里
支
部

新

早
川
ひ
ろ
し
後
援
会
チ
ー
ム
早
川

ひ
ろ
し

早

川

　

浩

令
和
四
年
五
月
三

十
一
日

令
和
四
年
五
月
三

十
一
日

旧

堀

内

拓

三

新

末
木
咲
子
と
甲
府
を
笑
顔
い
っ
ぱ

い
に
す
る
会

末

木

佑

佳

令
和
三
年
十
月
十

九
日

令
和
四
年
六
月
七

日

旧

野

澤

佑

佳

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

や
ま
び
こ
会

青

柳

匠

治

河
西
富
士
雄

甲
斐
市
長
塚
一
七
五

－

二

令
和
四
年
三
月
二

十
五
日

令
和
四
年
五
月
十

六
日

地
域
の
み
な
さ
ん
と
共
に
歩
む
中
庸

会

飯
室
紀
久
男

中

村

　

了

甲
斐
市
宇
津
谷
三
九
六

令
和
四
年
五
月
十

五
日

令
和
四
年
五
月
十

六
日

ほ
さ
か
よ
し
こ
後
援
会

保

坂

芳

子

保

坂

芳

子

甲
斐
市
龍
地
四
五
二
七

－

一

令
和
四
年
五
月
二

十
五
日

令
和
四
年
五
月
二

十
七
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
に
よ
る
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

諏

訪

桂

一

町
議
会
議
員

桂
和
会

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一

三
〇

－

一

諏

訪

桂

一

令
和
四
年
五
月
十
六

日

令
和
四
年
五
月
十
六

日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
五
号
　
　
令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

三
七
〇

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出
　
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

氏
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

資
金
管
理
団
体
で
な
く

な
っ
た
年
月
日

届
出
年
月
日

保

坂

芳

子

市
議
会
議
員

ほ
さ
か
よ
し
こ
後
援
会

甲
斐
市
龍
地
四
五
二
七

－

一

保

坂

芳

子

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日

令
和
四
年
五
月
二

十
七
日

氏
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

諏

訪

桂

一

町
議
会
議
員

桂
和
会

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一

三
〇

－

一

諏

訪

桂

一

令
和
四
年
五
月
十
六

日

令
和
四
年
五
月
十
六

日

別
表
第
三
の
七
三
三
の
項
及
び
七
三
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
一
八

県
道
富

士
河
口

湖
富
士

線
（
富

士
ス
バ

ル
ラ
イ

ン
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖

町
大
字
船
津
字
剣
丸
尾

六
、
六
六
三
番
地
先
（

胎
内
洞
窟
入
口
交
差
点

）
か
ら
南
都
留
郡
鳴
沢

村
大
字
富
士
山
八
、
五

四
五
番
地
の
一
先
（
富

士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
終
点

）
ま
で
の
間
（
二
四
、

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両
（

路
線
バ

ス
、
大

型
バ
ス

、
マ
イ

ク
ロ
バ

ス
、
タ

ク
シ
ー

、
ハ
イ

ヤ
ー
、

軽
車
両

、
下
山

車
両
、

指
定
車

両
、
許

可
車
両

、
身
体

障
害
者

等
乗
車

車
両
、

電
気
自

動
車
、

燃
料
電

池
自
動

車
を
除

く
。
）

令
和
四

年
七
月

一
五
日

一
八
時

か
ら
同

年
八
月

三
一
日

一
八
時

ま
で
の

間

富
士
吉
田

令
和
四
年
六
月
二
三

日告
示
第
五
六
号

七
三
三

県
営
林

道
南
ア

ル
プ
ス

線

南
ア
ル
プ
ス
市
蘆
安
蘆

倉
一
、
六
一
六
番
地
四

先
（
夜
叉
神
ゲ
ー
ト
）

か
ら
南
ア
ル
プ
ス
市
蘆

安
蘆
倉
一
、
六
八
四
番

地
先
（
広
河
原
分
岐
）

ま
で
の
間
（
一
四
、
五

〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両
（

路
線
バ

ス
、
タ

ク
シ
ー

、
ハ
イ

ヤ
ー
、

許
可
車

両
を
除

く
。
）

令
和
四

年
六
月

二
四
日

か
ら
同

年
一
一

月
三
日

ま
で
の

間
（
各

日
五
時

三
〇
分

か
ら
一

八
時
ま

で
の
間

）

南
ア
ル
プ
ス

令
和
四
年
六
月
二
三

日告
示
第
五
六
号

七
三
四

主
要
地

方
道
南

ア
ル
プ

ス
公
園

線

南
巨
摩
郡
早
川
町
奈
良

田
一
、
〇
五
〇
番
地
先

（
開
運
隧
道
ゲ
ー
ト
）

か
ら
南
ア
ル
プ
ス
市
蘆

安
蘆
倉
一
、
六
八
四
番

地
先
（
広
河
原
分
岐
）

ま
で
の
間
（
一
六
、
二

〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両
（

路
線
バ

ス
、
タ

ク
シ
ー

、
ハ
イ

ヤ
ー
、

許
可
車

両
を
除

く
。
）

令
和
四

年
六
月

二
四
日

か
ら
同

年
一
一

月
三
日

ま
で
の

間
（
各

日
五
時

三
〇
分

か
ら
一

八
時
ま

で
の
間

）

南
部
南
ア
ル
プ
ス

令
和
四
年
六
月
二
三

日告
示
第
五
六
号

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
さ
れ
、
又
は
撤
去

さ
れ
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨

県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
武
　
　
田
　
　
信
　
　
彦

別
表
第
三
の
七
一
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
一
八

県
道
富

士
河
口

湖
富
士

線
（
富

士
ス
バ

ル
ラ
イ

ン
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖

町
大
字
船
津
字
剣
丸
尾

六
、
六
六
三
番
地
先
（

胎
内
洞
窟
入
口
交
差
点

）
か
ら
南
都
留
郡
鳴
沢

村
大
字
富
士
山
八
、
五

四
五
番
地
の
一
先
（
富

士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
終
点

）
ま
で
の
間
（
二
四
、

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両
（

路
線
バ

ス
、
大

型
バ
ス

、
マ
イ

ク
ロ
バ

ス
、
タ

ク
シ
ー

、
ハ
イ

ヤ
ー
、

軽
車
両

、
下
山

車
両
、

指
定
車

両
、
許

可
車
両

、
身
体

障
害
者

等
乗
車

車
両
、

電
気
自

動
車
、

燃
料
電

池
自
動

車
を
除

く
。
）

令
和
四

年
七
月

一
五
日

一
八
時

か
ら
同

年
八
月

三
一
日

一
八
時

ま
で
の

間

富
士
吉
田

令
和
四
年
六
月
二
三

日告
示
第
五
六
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
五
号
　
　
令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

三
七
一

別
表
第
十
六
の
二
六
二
の
項
及
び
二
六
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
六
二

削
除

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

二
六
三

削
除

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
十
六
の
二
七
三
の
項
及
び
二
七
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
七
三

削
除

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

二
七
四

削
除

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
十
六
の
四
二
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
、
六
九
〇

市
道

甲
府
市
宮
原
町
二
一
五
番
地
一
先

一

南
甲
府

令
和
四
年
六
月
二

三
日

告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
一

市
道

甲
斐
市
下
今
井
二
、
九
三
六
番
地
一

先

一

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
二

主
要
地

方
道
韮

崎
昇
仙

峡
線

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
七
九
八
番
地

一
先

一

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
三

主
要
地

方
道
茅

野
北
杜

韮
崎
線

北
杜
市
小
淵
沢
町
松
向
九
一
八
番
地

先

一

北
杜

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
四

町
道

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
和
一
、
四
四
五

番
地
先

一

南
部

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
五

市
道

笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
五
八
七
番
地

一
九
先

一

笛
吹

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

四
二
一

削
除

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
四
の
六
二
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
二
八

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一

、
八
五
四
番
地
三
先
（

塩
山
駅
前
交
差
点
）
か

ら
甲
州
市
塩
山
上
於
曽

一
、
七
一
九
番
地
一
先

（
塩
山
駅
南
口
ロ
ー
タ

リ
ー
内
の
丁
字
路
交
差

点
）
ま
で
の
間
（
二
二

メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

南
か
ら
北

へ終
日

日
下
部

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
五
の
五
一
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
一
六

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一

、
七
一
九
番
地
一
先
（

塩
山
駅
南
口
ロ
ー
タ
リ

ー
内
の
丁
字
路
交
差
点

）

北
進
す

る
車
両

終
日

日
下
部

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
六
の
八
四
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八
四
二

主
要
地

方
道
塩

山
勝
沼

線

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一

、
八
五
四
番
地
一
先
（

塩
山
駅
前
交
差
点
西
側

）

西
進
す

る
車
両

終
日

日
下
部

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
十
の
一
、
〇
一
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
〇
一
八

削
除

笛
吹

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
十
の
二
、
四
三
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
、
四
三
九

市
道

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
、
〇
三

一
番
地
二
四
先

一

笛
吹

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
十
の
五
、
六
八
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七
三
三

県
営
林

道
南
ア

ル
プ
ス

線

南
ア
ル
プ
ス
市
蘆
安
蘆

倉
一
、
六
一
六
番
地
四

先
（
夜
叉
神
ゲ
ー
ト
）

か
ら
南
ア
ル
プ
ス
市
蘆

安
蘆
倉
一
、
六
八
四
番

地
先
（
広
河
原
分
岐
）

ま
で
の
間
（
一
四
、
五

〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両
（

路
線
バ

ス
、
タ

ク
シ
ー

、
ハ
イ

ヤ
ー
、

許
可
車

両
を
除

く
。
）

令
和
四

年
六
月

二
四
日

か
ら
同

年
一
一

月
三
日

ま
で
の

間
（
各

日
五
時

三
〇
分

か
ら
一

八
時
ま

で
の
間

）

南
ア
ル
プ
ス

令
和
四
年
六
月
二
三

日告
示
第
五
六
号

七
三
四

主
要
地

方
道
南

ア
ル
プ

ス
公
園

線

南
巨
摩
郡
早
川
町
奈
良

田
一
、
〇
五
〇
番
地
先

（
開
運
隧
道
ゲ
ー
ト
）

か
ら
南
ア
ル
プ
ス
市
蘆

安
蘆
倉
一
、
六
八
四
番

地
先
（
広
河
原
分
岐
）

ま
で
の
間
（
一
六
、
二

〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両
（

路
線
バ

ス
、
タ

ク
シ
ー

、
ハ
イ

ヤ
ー
、

許
可
車

両
を
除

く
。
）

令
和
四

年
六
月

二
四
日

か
ら
同

年
一
一

月
三
日

ま
で
の

間
（
各

日
五
時

三
〇
分

か
ら
一

八
時
ま

で
の
間

）

南
部
南
ア
ル
プ
ス

令
和
四
年
六
月
二
三

日告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
〇

市
道

甲
府
市
宮
原
町
二
一
五
番
地
一
先

一

南
甲
府

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
一

市
道

甲
斐
市
下
今
井
二
、
九
三
六
番
地
一

先

一

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
二

主
要
地

方
道
韮

崎
昇
仙

峡
線

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
七
九
八
番
地

一
先

一

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
三

主
要
地

方
道
茅

野
北
杜

韮
崎
線

北
杜
市
小
淵
沢
町
松
向
九
一
八
番
地

先

一

北
杜

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
四

町
道

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
和
一
、
四
四
五

番
地
先

一

南
部

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

五
、
六
九
五

市
道

笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
五
八
七
番
地

一
九
先

一

笛
吹

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
五
号
　
　
令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

三
七
二

別
表
第
十
九
の
二
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
六

削
除

笛
吹

令
和
四
年
六
月
二
三
日

告
示
第
五
六
号

別
表
第
三
十
の
二
の
五
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
七

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
、
七
一
三

番
地
一
先
（
バ
ス
乗
降
場
九
メ
ー

ト
ル
区
間
内
の
道
路
標
示
に
よ
っ

て
区
画
さ
れ
た
部
分
）

終
日

バ
ス

日
下
部

令
和
四
年
六

月
二
三
日

告
示
第
五
六

号

五
八

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
、
七
一
九

番
地
一
先
（
バ
ス
乗
降
場
九
メ
ー

ト
ル
区
間
内
の
道
路
標
示
に
よ
っ

て
区
画
さ
れ
た
部
分
）

終
日

バ
ス

日
下
部

令
和
四
年
六

月
二
三
日

告
示
第
五
六

号

五
九

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
、
七
一
三

番
地
一
先
（
バ
ス
乗
降
場
一
四
メ

ー
ト
ル
区
間
内
の
道
路
標
示
に
よ

っ
て
区
画
さ
れ
た
部
分
）

終
日

バ
ス

日
下
部

令
和
四
年
六

月
二
三
日

告
示
第
五
六

号

六
〇

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
、
八
六
九

番
地
先
（
タ
ク
シ
ー
乗
降
場
一
一

メ
ー
ト
ル
区
間
内
の
道
路
標
示
に

よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
部
分
）

終
日

タ
ク
シ

ー

日
下
部

令
和
四
年
六

月
二
三
日

告
示
第
五
六

号

別
表
第
三
十
三
の
四
四
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
四
四

削
除

笛
吹

令
和
四
年
六
月
二

三
日

告
示
第
五
六
号

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
等
の
自
動
車
の
通
行
の
禁
止
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四

一
、
四
一
三

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於

曽
一
、
八
五
四
番

地
三
先
（
塩
山
駅

前
交
差
点
）
か
ら

甲
州
市
塩
山
上
於

曽
一
、
七
一
九
番

地
一
先
（
塩
山
駅

南
口
ロ
ー
タ
リ
ー

内
の
丁
字
路
交
差

点
）
ま
で

二
二

車
両

終
日

日
下
部

令
和
四
年

六
月
二
三

日告
示
第
五

六
号

別
表
第
十
六
の
一
、
〇
七
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
〇
七
四

削
除

北
杜

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
十
六
の
三
、
一
九
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
、
一
九
一

削
除

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
十
六
の
一
二
、
一
二
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
二
、
一
二
四

市
道

中
央
市
一
町
畑
四
九
番
地
二
先
（
市

道
と
主
要
地
方
道
韮
崎
南
ア
ル
プ
ス

中
央
線
と
の
十
字
路
交
差
点
・
南
進

車
両
）

南
甲
府

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

一
二
、
一
二
五

町
道

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
和
一
、
四
四
五

番
地
先
（
町
道
同
士
の
丁
字
路
交
差

点
・
西
進
車
両
）

南
部

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

一
二
、
一
二
六

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
、
七
一
九
番

地
一
先
（
塩
山
駅
南
口
ロ
ー
タ
リ
ー

内
の
丁
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

日
下
部

令
和
四
年
六
月
二

三
日
告
示
第
五
六
号

別
表
第
十
七
の
一
、
一
二
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
一
二
五

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於

曽
一
、
七
一
六
番

地
先
（
塩
山
駅
南

口
ロ
ー
タ
リ
ー
入

口
）
か
ら
甲
州
市

塩
山
上
於
曽
一
、

八
六
一
番
地
四
先

（
塩
山
駅
南
口
ロ

ー
タ
リ
ー
出
口
）

ま
で

一
〇
五

車
両

終
日

日
下
部

令
和
四
年

六
月
二
三

日告
示
第
五

六
号

別
表
第
十
七
の
一
、
四
一
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
二
一

削
除

甲
斐

令
和
四
年
六
月
二

三
日

告
示
第
五
六
号

一
、
四
一
三

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於

曽
一
、
八
五
四
番

地
三
先
（
塩
山
駅

前
交
差
点
）
か
ら

甲
州
市
塩
山
上
於

曽
一
、
七
一
九
番

地
一
先
（
塩
山
駅

南
口
ロ
ー
タ
リ
ー

内
の
丁
字
路
交
差

点
）
ま
で

二
二

車
両

終
日

日
下
部

令
和
四
年

六
月
二
三

日告
示
第
五

六
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
五
号
　
　
令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

三
七
三

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
伊
　
　
藤
　
　
隆
　
　
行

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
　
K
A
I
シ
ス
テ
ム
用
端
末
・
業
務
用
端
末
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
六
月
一
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
N
E
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
立
川
市
曙
町
二
丁
目
二
十
番
五
号

五
　
落
札
金
額
　
三
億
五
千
九
百
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
四
年
四
月
二
十
一
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
伊
　
　
藤
　
　
隆
　
　
行

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
　
K
A
I
シ
ス
テ
ム
用
サ
ー
バ
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
六
月
一
日

四
　
落
札
者

十
九
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が

設
置
さ
れ
、
又
は
撤
去
さ
れ
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則

（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
武
　
　
田
　
　
信
　
　
彦

別
表
第
一
の
一
〇
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
〇
一

中
央
自
動
車
道

西
宮
線
（
韮
崎

イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
D
ラ
ン
プ

）

韮
崎
市
上
ノ
山
字
沼
三

、
二
七
四
番
地
先
か
ら

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保

八
四
二
番
地
先
ま
で
（

本
線
下
り
線
か
ら
料
金

所
方
面
へ
の
オ
フ
ラ
ン

プ
）
（
五
五
〇
メ
ー
ト

ル
）

自
動
車

終
日

高
速

令
和
四
年
六
月

二
三
日

告
示
第
五
七
号

別
表
第
一
の
一
七
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
七
四

中
央
自
動
車
道

西
宮
線
（
韮
崎

イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
E
ラ
ン
プ

）

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保

八
四
四
番
地
先
（
韮
崎

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
入

口
交
差
点
左
折
導
流
部

）
（
一
三
メ
ー
ト
ル
）

自
動
車

終
日

高
速

令
和
四
年
六
月

二
三
日

告
示
第
五
七
号

別
表
第
五
の
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九

中
央
自
動

車
道
西
宮

線
（
韮
崎

イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ

E
ラ
ン
プ

）

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
八
四
四
番
地
先
（
韮
崎

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
E
ラ
ン
プ
と
主
要
地
方
道

韮
崎
昇
仙
峡
線
と
の
十
字
路
交
差
点
・
北
進
車

両
）

高
速

令
和
四
年
六
月

二
三
日

告
示
第
五
七
号

一
〇

中
央
自
動

車
道
西
宮

線
（
韮
崎

イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ

E
ラ
ン
プ

）

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
八
四
四
番
地
先
（
韮
崎

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
入
口
交
差
点
左
折
導
流
部

・
西
進
車
両
）

高
速

令
和
四
年
六
月

二
三
日

告
示
第
五
七
号

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
五
号
　
　
令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

三
七
四

㈠
　
名
称
　
N
E
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
立
川
市
曙
町
二
丁
目
二
十
番
五
号

五
　
落
札
金
額
　
一
億
千
六
百
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
四
年
四
月
二
十
一
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
伊
　
　
藤
　
　
隆
　
　
行

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
　
I
D
管
理
シ
ス
テ
ム
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
六
月
一
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
N
E
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
立
川
市
曙
町
二
丁
目
二
十
番
五
号

五
　
落
札
金
額
　
五
千
二
百
十
五
万
二
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
四
年
四
月
二
十
一
日


